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介護老人保健施設平和の杜 訪問リハビリテーション 利用約款 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設平和の杜（以下「当施設」という。）は、要介護状態又は要支援

状態と認定された利用者（以下「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従っ

て、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるように、一定の期間、訪問リハビリテーションサービス及び介護予防訪問リハ

ビリテーションサービス（以下「訪問リハビリテーション」という。）を提供し、一方、

利用者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うこ

とについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

  （適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設訪問リハビリテーション利用同意書を当施設

に提出した時より、効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同

意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、重要事項説明書Ⅰ、重要事項説明書Ⅱ及び個

人情報の利用目的の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し訪

問リハビリテーションを利用できるものとします。 

 
（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人

を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

  ① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）であるこ

と。 

  ② 弁済をする資力を有すること。 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額 12万円の

範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力

すること。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは

他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為

を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に

代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第１項但書の場合

はこの限りではありません。 

  ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料

金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期

が到来しているものの額に関する情報を提供します。 

 

（利用者からの解除） 

第４条 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、
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利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく訪問リハビリテーション利用を

解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施

設に連絡するものとします。 

但し、利用者が正当な理由なく、訪問リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し

出た場合については、原則、基本料金その他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いい

ただきます。 

 

  （当施設からの解除） 

第５条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合は、本約款に基づく訪問

リハビリテーションの利用を解除・終了することができます。 

  ①利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

  ②利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２ヶ月以上滞納し、その支払を催

促したにもかかわらず７日間以内に支払わない場合 
③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設からの適切な訪問リハビリテーショ

ンの提供を超えると判断された場合 

④利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者に対して、利用継続が困難となる程度

の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

  ⑤天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、訪問することが困難な

場合 
 

（利用料金） 

第６条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく訪問リハビリ

テーションの対価として、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利

用料金の自己負担分を当施設に支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状

況等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 
２ 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎

月１０日頃までに発行し、所定の方法により交付します。利用者及び身元引受人は、連帯

し、当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払い

の方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、

利用者又は身元引受人に対し、領収書を交付します。 

 

（記録） 

第７条 当施設は、利用者の訪問リハビリテーションの提供に関する記録を作成し、その記

録を利用終了後５年間は保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実

費を徴収のうえ、これに応じます。但し身元引受人に対しては、利用者の承諾その他必要

と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第８条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者
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又は身元引受人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を定め、適切に取り扱い

ます。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、

法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行な

うこととします。 

①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

②居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び介護予防支援事業所等との連携 

③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 

⑤生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場

合等） 

 
（緊急時の対応） 

第９条 サービス提供中に利用者の体調が急変した場合は、利用者に対し、必要に応じて臨

時応急の手当てを行うとともに、利用者及び身元引受人が指定するものに対し緊急連絡し

ます。また主治医の指示を受けて必要な措置を行います。 

 

（事故発生時の対応） 

第 10 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を

講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、医療機関、

又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等、利用者に係る居宅介護支援事業者、利用者又

は身元引受人が指定する者及び行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第 11 条 利用者及び身元引受人は、当施設から提供する訪問リハビリテーションに対しての

要望又は苦情等について、苦情受付担当者に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、

管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができま

す。 
 

（賠償責任） 
第 12 条 訪問リハビリテーションの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用

者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受

人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

（利用約款に定めのない事項） 

第 13 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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重要事項説明書Ⅰ 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（介護保険指定番号 第０１５０４８０１１９号） 

  訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの提供開始にあたり、当

事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者の説明 

（１） 法人名      社会福祉法人 杜の会 

（２） 法人所在地    札幌市西区平和４２０番地 

（３） 電話番号     ０１１－６６８－２０２０ 

（４） 代表者氏名    理事長  大  俊 男 

（５） 設立年月日    平成２８年８月２日 

（６） ホームページ   https://www.morinokai1001.jp/ 

    

 

２．施設の概要 

（１）施設の種類     訪問リハビリテーション 

            介護予防訪問リハビリテーション 

（２）施設の目的 

要介護状態又は要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従

って、訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画を立

て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。 

 

（３）事業の名称    平和の杜訪問リハビリテーション 

（４）施設の所在地    札幌市西区平和４２０番地 

（５）電話番号      （０１１）６６８－２０２０  

（６）施設長(管理者)氏名 松 崎  登 （医師） 

 

 （７）当施設の運営方針 

１ 当施設では、訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計

画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを

行い、利用者の心身の機能の維持・向上を図り、利用者が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努めます。 

２  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設として、居宅介護支援事業者及び

介護予防支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な

連携をはかり、利用者が地域において総合的なサービス提供を受けることができるよ

う努めます。 

３ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養

上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うとともに利用者の同意を得て
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実施するよう努めます。  

①サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 

②医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種

の者が多職種協同により、リハビリテーションに関する解決すべき課題を把握しま

す。計画作成に当たっては、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえ、具体的な目標や具体的なサービスを記載します。訪問リハビリテ

ーション計画を作成するに当たっては、居宅サービス計画にそって作成し、利用者、

家族に説明したあとで、利用者の同意を得ます。また作成した計画は、利用者に交

付します。 

③訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテーションのサービスを

提供します。 

④常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。 

⑤それぞれの利用者について、指定訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの

実施状況及びその評価について、速やかに記録を作成するとともに、医師に報告し

ます。 

 

（８）開設年月日        平成３０年１０月１日 

（９）通常の実施区域   札幌市全域 

（10）営業日及び営業時間 

営業日   全曜日 

営業時間   午前９時から午後６時まで 

  

３．職員の配置状況 

（１）職員配置 

職種 資格 常勤 非常勤 備考 
管理者 医師 １名 － 介護老人保健施設と兼務 
理学療法士 同左 ２名 １名 介護老人保健施設と兼務 
作業療法士 同左 １名  介護老人保健施設と兼務 
言語聴覚士 同左 ２名 － 介護老人保健施設と兼務 

(兼務)は入所との兼務。 
 

４．サービス内容    

 （１） 介護保険給付の対象となるサービス 

  要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持

回復を図ります。 

① 機能訓練 

② 生活行為動作訓練 
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③ 介護指導（利用者への介護に当たる者への指導） 

④ 住宅改修相談等 

 

５．サービスの利用に当たっての留意事項 

 指定訪問リハビリテーション事業者はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。 

（１） 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

（２） 利用者又は家族からの金銭・物品、飲食の授受 

（３）利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、その他迷惑行為 

 

６．賠償責任について 

 （１）訪問リハビリテーションサービスを利用する中で、当施設の責任によって利用者が

損害を被った場合には、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。 

 （２）利用者の責任によって、当施設が損害を被った場合には、利用者及び身元引受人は

連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

７．身分証携行義務 

指定訪問リハビリテーションを行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者

または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

８．心身の状況の把握 

訪問リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス

担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

９．居宅介護支援事業者等との連携 

訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該

計画の内容に沿って作成します。 

 

１０．衛生管理等 

(１)サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(２)指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努

めます。 

 

１１．虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

（１）身体拘束の禁止。サービス提供にあたり身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為を行いません。但し､利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。やむを得ず、身体拘束等の行

為を行った場合には、事業者は、直ちに必要な事項についてサービス提供の記録等

に記録します。 



介護老人保健施設 平和の杜 
(介護予防)訪問リハビリテーション 

 

 7

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者等を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市区町村に通報します。 
 

１２．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情解決責任者    在宅・地域介護支援部 部長 藤原 かおり 

○苦情受付窓口（担当者）   リハビリテーション課主任 仙野 堅太 

〇受付時間   毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

○苦情処理の流れ      

苦情受付⇒ 改善策の連絡 

○事業所で解決が出来ない場合については、法人本部又は法人で設置しています「「第

三者委員」で対応いたします。 

 

  ＜ 杜の会 苦情受付窓口 ＞ 

     社会福祉法人杜の会法人本部 苦情受付窓口 

     電話  ０１１－６６８－２０２０ 

     ＦＡＸ ０１１－６６８－２５２５ 

    ＜ 法人第三者委員の氏名 ＞ 

氏 名 職 業 

星野 次郎 評議員・司法書士 

浅野 元廣 評議員・弁護士 

芳形 実千代 幹事・他社会福祉法人理事 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

札幌市 各区役所 保健福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

時間：８時４５分～１７時１５分（平

日のみ） 

中央区役所 （０１１）２３１－２４００ 

北区役所  （０１１）７５７－２４００ 

東区役所  （０１１）７４１－２４００ 

白石区役所 （０１１）８６１－２４００ 

厚別区役所 （０１１）８９５－２４００ 

清田区役所 （０１１）８８９―２４００ 

南区役所  （０１１）５８２－２４００ 

西区役所  （０１１）６４１－２４００ 

手稲区役所 （０１１）６８１－２４００ 

豊平区役所 （０１１）８２２－２４００ 

北海道国民健康保険団体連合会 所在地  札幌市中央区南２条西１４丁目 
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電話番号（０１１）２３１－５１７５ 

時間：9時00分～17時00分(平日のみ) 

北海道福祉サービス運営適正化委

員会 

所在地  札幌市中央区北２条西７丁目１番 

    北海道立道民活動センター３階 

電話番号（０１１）２０４－６３１０ 

時間：９時００分～１７時００分(平日のみ) 

 

１３．第三者評価の実施状況について 

実施の有無 
あり 

実施年月日 

評価機関の名称 

開示状況 

なし 
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重要事項説明書Ⅱ 

利用者負担説明書 

（介護予防）訪問リハビリテーションの利用料について 

事業所から提供を受ける訪問リハビリテーションサービスが介護保険の適用を受ける場合、原

則として利用料の 1割、2割、3割の自己負担になります。よって、介護保険の適用を受けていな

い場合は全額の利用料のお支払いを申し受けます。 

料金については以下の通りです。 

 

１．保険給付の自己負担額 

（１）訪問リハビリテーション 

  【１割負担分】 

① 訪問リハビリテーション費                   ３１３円／回 

② 退院時共同指導加算                      ６１０円／回 

③ 訪問リハ計画診療未実施減算                 ▲５１円／回 

④ 短期集中リハビリテーション実施加算               

 ・退院日もしくは退所日又は認定日から３ヶ月以内         ２０４円／日 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算               

 ・退院日もしくは退所日又は認定日から３ヶ月以内         ２０４円／日 

⑥ リハビリテーションマネジメント加算（イ）               １８３円／月 

⑦ リハビリテーションマネジメント加算（ロ）               ２１７円／月 

⑧ リハビリテーションマネジメント加算                  ２７５円／月 

⑨ 口腔連携強化加算                          ５１円／月 

⑩ 移行支援加算                           １８円／日 

⑪ 介護予防訪問リハビリテーション費                      ３０３円／回 

利用開始の属する月から 12 か月経過した場合             ▲５円／回 

⑫ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                   ７円／回 

 

  【２割負担分】 

① 訪問リハビリテーション費                   ６２５円／回 

② 退院時共同指導加算                     １，２２０円／回 

③ 訪問リハ計画診療未実施減算                 ▲１０２円／回 

④ 短期集中個別リハビリテーション実施加算               

 ・退院日もしくは退所日又は認定日から３ヶ月以内         ４０７円／日 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算               

 ・退院日もしくは退所日又は認定日から３ヶ月以内         ４０７円／日 

⑥ リハビリテーションマネジメント加算 （イ）              ３６６円／月 

⑦ リハビリテーションマネジメント加算（ロ）             ４３４円／月 

⑧ リハビリテーションマネジメント加算                  ５４９円／月 

⑨ 口腔連携強化加算                        １０２円／月 

⑩ 移行支援加算                           ３５円／日 
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⑪ 介護予防訪問リハビリテーション費                ６０６円／回 

利用開始の属する月から 12 か月経過した場合          ▲１０円／回 

⑫ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                 １３円／回 

 

【３割負担分】 

① 訪問リハビリテーション費                   ９３７円／回 

② 退院時共同指導加算                    １，８３１円／回 

③ 訪問リハ計画診療未実施減算                 ▲１５３円／回 

④ 短期集中個別リハビリテーション実施加算               

 ・退院日もしくは退所日又は認定日から３ヶ月以内         ６１１円／日 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算               

 ・退院日もしくは退所日又は認定日から３ヶ月以内         ６１１円／日 

⑥ リハビリテーションマネジメント加算（A）イ             ５４９円／月 

⑦ リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ             ６５０円／月 

⑧ リハビリテーションマネジメント加算                ８２４円／月 

⑨ 口腔連携強化加算                        １５３円／月 

⑩ 移行支援加算                         ５２円／日 

⑪ 介護予防訪問リハビリテーション費                ９３７円／円 

利用開始の属する月から 12 か月経過した場合          ▲１５円／回 

⑫ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                 １９円／回 

 

 

２．利用料   

※１回の利用料金については『別紙１ 利用料金表』をご参照ください。 

 

３．利用料利用料金のお支払い方法（利用約款第６条参照） 

前記料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のいず

れかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利

用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

ア．口座引き落とし 

イ．指定口座への振り込み 

  フリガナ：フク）モリノカイ 

口座名義：社会福祉法人杜の会 

       理事長 大  俊男 

  銀行名：北洋銀行栄町支店  普通預金 ３８９９９４３ 

  銀行名：北海道銀行西野支店 普通預金 ０７０５５３７ 

ウ．窓口での現金支払 



別紙１ 平和の杜訪問リハビリテーション

2024年6月１日から

＜要介護認定の方＞

1単位（20分）あたりにつき

＜要支援認定の方＞

1単位（20分）あたりにつき

‐１５円

口腔連携強化加算
歯科医と連携を取り、口腔の健康
状態について定期的な評価を
行った場合

５１円 １０２円 １５３円

‐１５３円

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

退院日又は認定日から３ヶ月以内
（1日につき）

１９円サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

３５円 ５２円

‐１０２円

※訪問リハビリテーション費
利用開始に属する月から12か
月以上経過した場合(1単位あ

たりにつき)
‐５円

1単位（20分）あたりにつき

７円 １３円

７円 １３円

‐１０円

３１３円 ６２５円 ９３７円

‐１０２円 ‐１５３円

１８３円／月 ３６６円／月 ５４９円／月

６１１円／日２０４円／日

訪問リハ計画診療未実施減算

訪問リハ計画診療未実施減算

当事業所の医師がリハビリテーション
計画の作成に係る診療を行わなかっ
た場合（1単位あたりにつき）

‐５１円

1単位（20分）あたりにつき

移行支援加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
退院日又は認定日から３ヶ月以内
（1日につき）

訪問リハビリテーション費

関係者との連携や情報提供、定期
的に会議を開催し、リハビリテー
ション計画書を作成に関与した理
学療法士等が説明した場合（1ヶ
月につき）

11

３０３円 ６０６円 ９０９円

２０４円／日 ４０７円／日 ６１１円／日

当事業所の医師がリハビリテーション
計画の作成に係る診療を行わなかっ
た場合（1単位当たりにつき）

‐５１円

短期集中個別リハビリテーション実施加算

１９円

評価対象期間において社会参加に資
する取り組みの割合が一定以上の場
合（1日につき）

１８円

リハビリテーションマネジメント加算（ロ）

関係者との連携や情報提供、定期
的に会議を開催し、リハビリテー
ション計画書を作成に関与した理
学療法士等が説明した場合（1ヶ
月につき）

２１７円／月 ４３４円／月 ６５０円／月

８２４円／月５４９円／月※リハビリテーションマネジメント加算

短期集中リハビリテーション実施加算
退院日又は認定日から３ヶ月以内
（1日につき）

２０４円／日 ４０７円／日 ６１１円／日

リハビリテーションマネジメント加算（イ）

４０７円／日

２７５円／月
当事業所の医師が利用者に説明
し、利用者の同意を得た場合

口腔連携強化加算
歯科医と連携を取り、口腔の健康
状態について定期的な評価を
行った場合

５１円 １０２円 １５３円

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
退院日又は認定日から３ヶ月以内
（1日につき）

２０４円／日 ４０７円／日 ６１１円／日

平和の杜訪問リハビリテーション 利用料金表

退院時共同指導加算

退院するにあたり退院前会議に参加
し、退院時共同指導を行ったあとに訪
問リハビリを実施した場合(退院時1回
のみ)

６１０円 １,２２０円 １,８３１円

訪問リハビリテーション費

3割負担2割負担1割負担
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個人情報の利用目的 

 

 

介護老人保健施設平和の杜では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かり

している個人情報（利用者及び身元引受人）について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 

１．利用する目的 

（１）利用者に提供する在宅サービス（ケアプラン作成を含む） 

（２）介護保険事務   審査支払い機関へのレセプトの提出又は照会への回答 

（３）在宅サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次に掲げるもの 

・会計・経理         ・事故等の報告 

・在宅介護サービスの向上   ・その他、利用者に係わる管理運営業務 

（４）他の在宅サービス事業所等への情報提供を伴うもの 

・利用者に在宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との

連携、照会への回答 

・当該入所・入院予定施設から利用者の情報提供を求められた場合 

・利用者のケアプラン作成または在宅介護サービス実施に当たり、地域の関係機関（医療

機関・民生委員・警察等）に意見・助言を求める場合 

・家族等への心身の状況説明 

（５）損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（６）その他   ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

・サービス提供中において行われる学生等の実習への協力 

・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

・施設内外において行われる事例研究等 

 

 

２．利用にあたって 

 （１）個人情報の提供は、目的の範囲内で必要最小限に留め、関係者以外には漏れることのな

いよう、細心の注意を払います。 

 （２）個人情報を使用した相手方、内容等の経過について記録しておきます。 

 （３）提供の同意を得た情報・資料を厳重に管理し、紛失・破損しないよう適正な保管に努め

ます。 
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介護老人保健施設 訪問リハビリテーション利用同意書 

 

介護老人保健施設平和の杜(介護予防)訪問リハビリテーションを利用するにあたり、介護老

人保健施設訪問リハビリテーション利用約款、重要事項説明書Ⅰ、重要事項説明書Ⅱ及び個人情

報の利用目的を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解

した上で同意します。 

 

   年   月   日 

 

＜ 利 用 者 ＞ 

住  所 

電話番号 

 

氏  名                      印 

 

＜ 代筆者 ＞ 

住  所 

電話番号 

 

氏  名                      印 

利用者との関係（             ） 

 

＜ 身元引受人 ＞ 

住  所 

電話番号 

 

氏  名                      印 

利用者との関係（             ） 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 杜の会 

介護老人保健施設 平和の杜 

理事長 大   俊 男  

 


